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Thisarticleisasupplementtothesameauthor'S

previouspaperonthepopulationandcharacterof

traditionalcommunitiesinSoutheastAsia. Except

inJavaandsomeotherlocalities,thepopulations

inthisareawere,untilthelastyearsofthe19th

century,characterizedbytheirsparclty,diverslty,
smallness,and mutualindependence. Despite

their substantial political independence, these

petty statesoften recognized the authority or

anexternallylocatedCenter. Thenatureofthis

splrltualdependencewasclearlydistinctfrom sulJ-

Ⅰ は じ め に

この小論は拙稿 ｢東南アジアにおける人口

と伝統的基礎社会の性格- 島峡部を中心 と

して- ｣[坪内 1983]における論述の補足

を試みるものである｡ ジャワ島 ･バ リ島およ

びスマ トラの ミナンカバウ地域などを除 く,

東南アジア島峡部における人口は,とくに19

世紀後半に至るまで,その希薄性を背景に,

人口クラスターの多様性 と各 クラスターの小

規模性を特徴 としていた｡この状況の下に,

村落連合 に過 ぎぬ小単位が, あたかも ｢国
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家｣のごとき独立性を主張 し維持 してきた｡

本稿では,これらの小国がいかなる意味にお

いて独立 していたか,またいかなる意味にお

いて他に従属 していたかを論 じ,あわせて全

体像の把握を試みる｡従属に関 してここで重

視 したいのは,その経済的側面ではな く,精

神的側面である｡ 前者は強制による税あるい

は貢納のとりたて,賦役,軍事的動員などに

おいて願現化 し,通常の権力観 に お け る支

配 ･被支配の枠組か ら容易に捉え られる｡ こ

れに対 して後者は,とくに歴史学における支

配において比較的軽視されてきた側面であっ

て,その純粋な形態は,名 目的な服属をとも

なう財の交換あるいは贈与の関係 という中間

的な形態を越えて,純粋に威信体系,すなわ
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ち権威の認知そのもののみか ら成 立 して い

る｡ 過去を扱 う資料 (史料)の中から,この

要素にかかわる現実を組みたてることはきわ

めて困難であるが,断片的な事実か らそのメ

カニズムを想定する作業は無意味ではないで

あろう｡イデアルティブスの構築は非歴史的

であるがゆえに,この種の作業が現実か ら遊

離 してい く可能性があるとしても,それは少

な くともある種のとらわれからの解放-の一

つの手がかりになるかもしれない｡

本稿における考察の理論的主題は,いい古

された用 語 法 にお け る中心 と周 辺 [Shils

1975]にかかわっている｡ 意味の世界におい

て中心 と周辺とをつな ぐメディアはいうまで

もな くシンボルであるが,中心ではことばそ

のものの充全な意味づげを含みつつ,このシ

ンボルをめ ぐってあらゆる側面における統合

と体系化が実現されるのに対 して,周辺では

シンボル自体がより凝縮されて短い形式で伝

え られ,その保有する観念の内容は各地方の

(すなわち周辺部それぞれの) ことばで説明

される｡ 本稿の考察内容 との 関連 に お いて

は,中心的価値を運ぶメディアとして,血筋

(keturunan) あるいはそれか ら派生するさま

ざまなタイ トルがあげ られる｡

ⅠⅠ 断 片 的 事 実

島峡部における小国 (pettystate)の典型 と

して しばしば言及されるのは,マレー半島の

ヌグ リス ンピラン (NegeriSembilan)におけ

るミナンカバウ系の小国家群である｡ ここで

は,18-19世紀におけるこれ らの国々を念頭

におきつつ,モデルをつ くってみたい｡この

時期のヌグ リスンピランが特殊な状況下にあ

ることを強調するならば,この種のモデルは

通用性を著 しく限定されることになる｡実際

この地域は,他のマ レー系の国家域 とは異な

って,より閉鎖された内陸部 に位 置 して お

り,このような地理的特殊性 とミナンカバウ

の親族組織 とが相乗的に作用 して,出自起源

に関する強調性が維持されると同時に,それ

ぞれの自治的組織の規模が小さいままに保た

れていた｡ しか しながら,この小規模性 自体

は,島峡部マ レー国家群の全般的な小規模性

の中での相対的な問題に過ぎず,小規模性の

ゆえに政治関係における特性がむ しろモデル

化され易 く,より明瞭に現われて くるとみな

すこともできる｡

18, 9世紀が特殊な時代であるということ

も,考慮すべき条件の一つである｡ 東南アジ

ア島峡部においては,人口増加,開発にとも

ない,近隣地域 との問で衝突 ･摩擦が次第に

顕著になりはじめ,また土着の大勢力がイギ

リス,オランダなどによって牽制を受ける状

態になっていた｡か くして,一方では小政治

単位の独立性がむ しろ顕現化 し,他方では外

部 との関係を余儀な くされる状況が形成 され

ていた｡われわれの視点からすれば,モデル

化のための理想的な状況が展開 しているとさ

えいえる｡1)

英保護領化前後のヌグ リスンピラン諸国に

関 しては,イギ リス人官吏,旅行家,研究者

などによる記述が多 く残されており,また土

1)Andayal1979:10]の指摘するように,マレー
世界 (あるいはより狭くマレー半島)における
土着国家の政治的構造は,Gullick[1958]の分
節的なモデルを疑問視させるほど多様であり,
各国 (eachnegeri)が独自性を示したことも無
視できない｡スマトラ,セレベス,ボルネオな
どを加えてさらに広域に観察した場合,多様性
の存在はより強調されるかもしれない｡しかし
ながら,広域の観察は共通性の抽出にも役だつ
のであり,個別事象に埋没しない視点を獲得す
るために重要な役割を果たす｡ Swettenham

[1880],Raffles[1879]などにはこの観点にたつ
記述がみられる｡植民地化直前期のマレー3州

に関するGullickの記述はそれ以前の世紀には
必ずしもあてはまらないとする,Andayaの歴
史学者としての見解も,正論として受容される
と同時に,原理の抽出という観点からすれば強
調され過ぎてはならぬ側面を有する｡
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着の考え方 も慣習法 として結晶化された形で

採録されている｡ 以下,これ らを利用 しなが

ら簡述する｡2) これ らの諸国の起源に関 して

は諸説があるが,元来土着の原住民が形成 し

ていたむ らに, ミナンカバ ウ系を主 とする移

住開拓民が加わ った ものと解するのが妥当で

あろう｡ これ らの諸小国は15世紀 ごろまでに

伝説上の存在を開始するが,有名な母系制の

慣習法を完全にとり入れたのはかな りのちの

ことであり, ミナンカバ ウ系移民の少ないス

ンガイウジョン (SungaiUjong)に関 しては

19世紀のことといわれる｡Newbold[1839]に

よる各小国の推定人口は,Rumbowe9,000,

Srimenanti 8,000, Sungle-uJOng 3,600,

Johole3,080,Jampole2,000,Jellabu2,000

(地名は原綾のまま)であった ｡3)

これ らの小国は共通の宗主 としてジョホー

ルのスルタ ンを仰 ぎ,その認知を受け,印章

とタイ トルを付与されるので あるが,4)元来

2)本稿では主として下記の資料を利用した｡
Begbiel1834],Birch l1906],Bland l1895],

Braddell【1856],Caldecott [1918],Hervey

[18841,Lister[1887;1890],Newbold[1837b;

1837C;1839],0'Brienl1884],Parr& Mackray

[1910],Wilkinson[1921;1971],Winstedt& de

Jong[1954J.これらの間には当然互いに矛盾す
る記述があり,その選択手続きが示されねばな

らないが,本稿のもつ序論的性格にともなう記
述の簡潔化のために,その煩項性を避けること
にした｡

3)NegeriSembilanは九つのヌグリ (negeri,国
または村を意味する)の意であるが,九つの
negeriがどこを指すかについては見解の不一

致があり,また実際に九つが対等の地位をもっ
て示されることはほとんどない｡

4)Newbold【1839:ⅠⅠ,78】によると,ジョホール

のスルタンから与えられたとされる首長のタイ
トルは,以下のごとくである (原綴のまま)0

OrangKayaMuda(Segamet),Johan Lelan

Percasseh(Johole),MaharajaLelah(Naming),

KlanaRutra (Sungie-ujong),AkhirZeman

(Jellabu), Lelah Maharajah (Rumbowe),
TuankuCalang(CalangorSelangor),Raja

AndaSegara(UluPahangincludingSerting
andJampole),MaharajaPurba(Jellye).
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これ らが一体 となって連合を形成 したのでは

な く,ジョホールのスルタンに よ る認 知 や

印章の授与 もばらばらの時期 に行 わ れ て い

る｡5)スルタンか らは ヌグ リの首長以外にも

タイ トルが与え られていることがある｡6) こ

のことは認知自体が ｢国｣ としてのヌダ リの

長にあて られたものではないことを示唆 し,

スルタ ンが ｢国｣をつ くったわけではな く,

土着の地域単位 としての小国の首長がたまた

まスルタンの権威 に直結す る構造を有 してい

たということを意味する｡ ジョホールのスル

タンは上記の行為を行い,また各首長が年 1

回彼の下に伺候することを期待 したにもかか

わ らず,これ らの小国 (独立村) に対 して実

際の権力を行使することはできず,それぞれ

の小国 (negeri)の首長プ ングル (penghulu)

は独 自の統治権を有 していた｡すべてのヌダ

リがひとりの首長によって完全 に統括 されて

いるわけではな く,例えばスンガイウジョン

は独立性の高い下位の首長を数人有 していた

という｡

このような状況において導入 されるのが,

名目的な統一首長,YangDiPertuanliesar

(古い時期の英語文献では Yamtuan Besar,

ⅠangdePertuanBesarなどとも書かれてい

る)で,当時ジョホールのスルタ ンとヌグ リ

ス ンピランの小国 との間に介在 し,オランダ

勢力に擁立されつつヌグ リス ンピランを支配

していたブギス人 DyenCambodiaの統治法

を嫌 って,ル ンバ ウ (Rembau),ス ンガイウ

5)例えば,Rembauの首長の場合1707年,Sungai

Ujongの Dato'Bandarの場合1715年,Jelebu

の首長の場合1759年ごろ,Joholの首長の場合
1778年に,印章の授与が行われている[Wilkin-

son 1921]｡
6)例えば,Rembauにおける出自集団の長のひと

りには SediaRaja(BeduandaJawaの長),他
の出自集団の長にはLelaMaharaja(Beduanda

Jakunの長)のタイトルが与えられている｡
Rembau 全体の長は後者であった (タイトル

名原級のまま)【Hervey 18841｡
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ジョン,ジョホル (Jol101e),およびス リムナ

ンティ (Srimenanti) のプ ングルたちが相談

して故国 ミナンカバウか ら招哨 したといわれ

る｡最初の招碑王 RajaMeleWarは ミナンカ

バ ウのスルタ ンの子であり,1773年に派遣 さ

れたという｡7)

重要なことは, ミナ ンカバ ウか ら派遣 され

てきた統一首長は,実質的にはほとんど支配

力をもたず,また後継者の選択権をももたな

か ったということである｡彼は所領 もな く,

住民に対する課税権 をももたない｡8) 彼が有

す るのは名目上の威信 と小 さな宮殿,そ して

ときには系図を含む レガ リアのみである｡彼

は前述の四つの小国の各住民か ら, 1戸あた

り1年 に米 1ガ ンタ ン, ココナツ2個,およ

び 1スクを受けとって生活 し,家族の割礼,

婚礼,および葬礼 に際 して各プ ンブルは,水

牛 3頭 と相応の物品 とを贈るように定め られ

て い た [Newbold 1837b:256]｡.9' Raja

Melewarの死亡後,Raja Adil,Raja Itam,

LiI一gang Lautらが ミナンカバ ウか ら派遣 さ

れて くるのである｡ われわれはここで血統に

対する価値付与 と,それが物質的支配に結び

つかぬこととを重視 したい｡10)

マ レー人が権力の実質的内容 に満足せず,

7) ミナンカバウの王子の渡来に関しては,よりは
やい時期にそれが継続的に行われたという伝説
がある｡1722年のマラッカのオランダ側記録
も,その事実を裏づけるという [Wilkinson

1971:295]｡

8)Rembau の慣習法には次のごとく記されてい
る｡"AdapunRajaitutiadamenpunyalnegrl

dan tiada buleh menclmkei kharaJat･.･''

[Hervey 18841.

9)ガンタン(gantang)は容量単位であり,地方に
よって異なるが,1ガンタンの米は約5カティ

(kati,3kg強)とされる｡また,1スク(suku)
は13与イセントという記述がある (ただし1884

年)0
10)SungaiUjongの慣習法では小国 (negeri)問の

紛争を解決する役割が,統一首長に期待されて
いる｡ しかし,negeriの自律性自体は高いので
ある｡

タイ トルそのものを渇望すること,また,ヌ

グ リス ンピランはどタイ トルを欲 しがる国は

世界中どこにも存在 しないことに関 しては,

W ilkinson[1971:297,304]の述べるところ

である｡ より大 きな勢力 と小 さな勢力 との関

係 は,この場合,前者につながる者を実質的

な権力をともなわぬ形で後者の世界にとりこ

むこと,換言すれば,財の収奪を最小限に保

ちつつ,タイ トル付与などによる上下関係を

樹立することによって,精神的世界あるいは

情報の領域において階銃的構造化が行われた

状態 とみなす ことができる｡｢白い血｣の観念

を含む血統の原理ない し貴種尊重の原理が,

タイ トル保有,あるいはタイ トル付与にかか

わる正統性 に強 く結びついていることにも留

意 しておきたい｡11)中心 と周辺 とがこのよう

な文化的認知のみによって結ばれているとい

う形式での相互連携の形- それは必ず しも

一つの中心の下に単一化されていない場合 も

あり得 る- を描 くことが可能である｡ われ

われはここに組織化末完了の国家像を描 くと

いうよりは,観念のみによる権威の広がりを

もつ世界を描 き出す ことができる｡12)

一つの小国が大勢力に従属する形について

は,貢納ない し税の実質的意義が検討 されね

ばな らない｡ ここでナ-ン (Naming)に眼を

むけよう｡13) チ- ンは前述のヌグ リス ンピラ

ンの小国の一つであり,1834年 ごろの総人 口

は約6,000人 (1,500戸)で,小は 2戸,大は

216戸か らなる30余の集落に分かれていた｡

ll)タイトルを与える権限を有する上位者を欠く状
態が生じたときには,タイトルの僻称ないし上
位タイトルの勝手な使用が行われることは自然
である [Braddell 1856]｡

12)これらの秩序下にある首長たちが,文字通り秩
序の人であるという仮定は,全く必要がない｡

大小の首長の地位は常に安泰なものではなく,
とくに同一ランクの血統保持者によっておびや
かされている｡

13)Naning に関する記述は, Begbie [1834】,
Newbold[1839],Braddell[1856]などによる｡
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他の ミナンカバウ系の小国と同様,ジョホー

ルに対する貢紬の程度は不明であるが,マラ

ッカのオランダ政府に対 しては, もみ米 400

ガンタン,鶏 6ダース,水牛数頭を納めるは

か, 川を下る舟 1隻につき45夕をセントの税

金を支払 っていた｡1746年には住民が困窮 し

ているという理由で,上述のもみ米貢納は半

量の200ガンタンに引き下げられ,この状態

は1776年まで続いた.14) オランダの支配がジ

ョホールのスルタンの支配形態をそのまま引

き継いだものであったかどうかに関しては議

論の余地があるが,この状態はイギ リス人の

眼に奇異なものとして映っている｡オランダ

からナニンを含むマラッカを譲渡されたイギ

リス人は, このような少量の貢 約 によ って

も,ナニンの首長や住民が ｢支配下にあるこ

とを認めている｣ という側面を彼 ら流に解釈

するのであって,やがてはオランダとの条約

をたてに,海峡植民地マラッカと同様の統治

権力をナニンにも適用 し,彼 らが10分の 1税

と考えたものを本来の形に戻すことを要求 し

てナニン戦争 (1831-1832)の一因をつ くる

のである｡

マ レー世界において10分の1税が一般的に

行われていた とい う見方 [Maxwell 1884]

はヒンズーの支配者の特質をうのみにしたも

ので,ヌグ リスンピランのラジャ(raja)に与

えられた地位 と権力にはあてはまらないもの

である [Parr& Mackray 1910]｡マレー世

界一般においても,10分の 1税が完全に実施

されていたという想定は無理なように思われ

14)1827年 7月のイギリス人官吏の報告によれば,
Naning におけるもみ米の生産量は1,125,000
ガンタンとされる [Braddel11856:2011Oこ
の量は戸数を1,500戸とした場合,1戸平均750
ガンタン程度の見括りである｡200ガンタンは
この総量の5,625分の1に過ぎないのである｡

15)独立的な村落に税の支払いを要求することは当
然行われた｡Perakの Kurau地方では,1戸
あたり30ガンタンの責納要求を拒否したために
遠征をこうむり,70ガンタンを納めるようにな
ったという記録がある 【Denison 1886]｡
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る｡15)

四つ の氏族 (suku)を含 ん で村 落 国 家

(negeri)を形成 し,その連合体の象徴あるい

は調停者 として YangDiPertuanBesarを

いただ くという構造は,他のマレー世界にお

けるスルタンの求心性に比 してあまりにも分

権的であるとしても,他のマ レー世界にも類

似の状況を見出すことは容易である｡

ミナンカバウに並ぶマレー世界の有力種族

ブギス族が, ｢白い血｣ の血統と系譜を重ん

ずることはよく知 られている｡時代はかなり

さかのぼるが,この世界においても客人王と

して招かれた者の話が伝わっている [Zainal

Abidin 1983]｡ このブギス世界の一員であ

るボネ王国は八つの小国 (pettystates)の連

合体であり,この連合体の首長の決定権は著

しく限定され て いた｡ 彼 は小 国 の小 首 長

(arung)たちに依存するところが大きく,財

政も和戦の決定 も小首長たちの合議によって

なされたという[Crawfurd 1820:Ⅲ,1ト12]｡

スマ トラ南端のランボンの村落に関 しては

早期か ら続いた独立性が指摘されており,こ

れらの小首長たちが,百村で栽培されたコシ

ョウを貢納というよりは一種の対価 として,

バ ンテン王国などからのタイ トルを望んだこ

ともよ く知 られ て い る [Zollinger 1851:

71]｡

同じランボン系の種族が,ジャワ島からは

さらに遠い南スマ トラのコム リン川 (ムシ川

の支流)沿いの村落ブンガマヤンに,次のよ

うな伝説を残 している｡ブンガマヤンは,覗

在のランボン州内の山間盆地にあったとされ

るスカラブラックを発祥の地 とする人々が,

コム リン川沿いに下 ってきて開拓村をひ らい

たことにより成立 した｡ 3人の兄弟が三つの

集落 ドゥスン(dusun)をつ くったが,ジャワ

島のマクラム王国の認可を得た トランバワン

のラジャマスが三つの ドゥスンの首長になっ

たという (筆者自身のききとりによる [坪内
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1979]｡)｡ タイ トル を得たものが首長 となっ

たという表現が示唆的である｡

マ レー半島海岸部の諸土侯国は人口規模が

ヌグ リスンピランの各小国よりも大きく,こ

れ らの小国中最大のルンバウの 1.3倍か ら6

倍の人口を保有 していたが,絶対値 としてみ

る限 りにおいては,これらもまた決 して大 き

いものではない｡16' ヌグ リス ンピランの小国

の首長に比 して,土侯国の下位首長たちのス

ルタ ン-の求心性は 高いとはいえ, Gullick

や Andayaが少 しずつ異なったニュアンスで

指摘するように,地方首長たちの権限がかな

り大 きかったという側面は見落されてはな ら

ない｡スルタ ン-の求心性はマ レーー社会にお

ける階級区分構造 (GullickのいうIIOrizontal

division)を背景に, 下位首長 に対するスル

タンの称号付与機能を中心に出現 したものと

解される側面がある[Gullick 1958:48,75]｡

小国の独立性 という観点か らすれば,視点

を一段上昇させて,スルタ ン支配下の土侯国

それ自体が一つの小国であるという相対的な

見方 も可能 となる｡大抵の場合 5万人以下 と

いう人 口規模か らすれば,これ らもまた小規

模単位であることには変 りはない｡か くのど

とき視点か ら,シャム王に対するケダーのス

ルタンの位置,ジョホール王に対するパハ ン

王の位置などが独立 と従属 との 問 で捉 え ら

れ,周辺か らの見解をとれば独立 という側面

が強調される事実が重視されねばな らないの

である｡

16)Newbold [1837a]による推定人口は,ケダー
25,000,ベラク35,000,スランゴール12,000,
ジョホール25,000,パハン40,000,トレンガヌ
30,000,クランタン50,000,バクニ54,000で
ある｡同時期の海峡植民地の人 口は,ペナン
40,032,プロビンス･ウェルズレイ49,553(い
ずれも1833年), シンガポール 26,392 (1834
年),マラッカ34,333(1833/34年)で,土侯国
に匹敵する規模を有していた｡Newboldt1839]
にも同様の数値が記されているが,ケダーおよ
びf)ゴール50,000,バクニ10,000などとする修
正が加えられている｡政治的情勢の変化に対応
するものであろう｡

ⅠⅠⅠ 政治的単位の関係のあり方をめぐって

東南アジア地域における伝統的国家のイメ

ージをめ ぐって,新 しい傾向を示す書物が出

版されている｡ここで,そのい くつかをとり

あげて,上述の議論 との接合点および不連続

点を指摘 しておきたい｡

A.C.Milnerは,マ レー半島のパハ ンと,

スマ トラ東海岸のデ リをとりあげて,実権が

地方の小首長にあったとする Gullick に対

し,｢精神的報酬の最大化｣(maximizationof

spiritualrewards)の観点か ら,行為の質に

由来する支配者の ｢名声｣(nama)と,それ

を慕 う家来 ･同調者 との関係からスルタンへ

の求心性を説明 しようとする[Milner 1982]｡

当時のパ- ンの政治的危機的状況を背景にし

たスルタンの個人的資質の重要性,および小

国家創成にともなうデ リの支配者の個人的資

質が,namaにかかわっているのであって,

namaの役割の重要性の指摘がユニークな理

論構成の核 となっている｡ しか しなが ら,個

人的資質 としての namaの重視は,これを伝

統的制度の中に位置づけるためにはい くつか

の弱点を有することを指摘 しておかねばな ら

ない｡すなわち,namaは支配者あるいは指

導者に必要 とされる属性の一つであって,と

くにその個人によって後天的に獲得された行

為パターンだけで正統性が獲得されるわけで

はない｡現実の貴種 との血縁を欠 く場合に,

いかにして系譜を操作するかが,もう一つの

必要条件 となっているように思われること,

血統正 しく権威ある支酉己者が namaを失 うべ

き行為を したとしても,その権威は必ず しも

消滅 しないことなどは,個人的能力に関係な

く賦与された資質の存在を認めねばならぬこ

とを意味 し,マ レー世界における権威の源泉

を対人関係や行為を越えたと ころ に求 め ね

ばな らぬことを示唆 してい る｡ と り巻 き達

ll
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(entourage)を越えて 精神的支配を維持する

ための機構は別に求めた方がよく,namaは

それを活性化するために重要な働きをすると

考えることができる｡

OW .Woltersは,"menofprowess''ある

いは `̀bigmen''という考え方を東南アジア

史の統合的理解のために導入することによっ

て,上記の見方に共通する基本的視点を提供

している｡彼の枠組はこれらの複数の中心が

重なり合 う状況 として東南アジア世界を把握

しようとす る もので あって, "overlapping

mandalas''あるいは "circlesofkings''とい

う語でそれを表現 している [Wolters 1982:

6,16]｡これは, 大国家あるいは大中心をさ

らに越えた位置から僻醸 した形として,東南

アジア像を描 くためにきわめて魅力的な図式

である｡この重なり合 うマンダ ラの中で,小

国家をいかに位置づけるかということがわれ

われの関心となるが,所属の多重性および可

変性 と同時に,比較的小さな単位 もそれ自体

として中心性を主張 している形を想定する必

要がある｡

C.Geertzはバ リ島の小国タバナン(Taba-

nan)を舞台 として, この小単位がそれ自体

の中心をもつ完結 した小宇宙として存在する

姿を,王と宮殿 と儀式に焦点を合わせつつユ

ニークに描写 している [Geertz 1980]｡そこ

では ミメ-シス (mimesis)の概念を用いなが

らも,その求心性の強調のために,逆に外世

界の位置づけが困難になっている｡ タバナン

の 1820年ごろの人口は約 180,000人 とされ,

この大きさが最高支配者 (pramountking)杏

擁 し,中心そのものを形づ くるに足るもので

あったという解釈 もなりたつ｡

上述の諸視点はいずれも,東南アジアの国

家像を捉えるためにきわめて有用であると同

時に,それぞれ強調点の違いを含んでいる｡

大中心 と小中心 との相互関係を明確にするこ

とは,統合への一つの試みとなるであろう｡
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すべての単位が中心であるという考え方は,

客観的存在 としての大中心の存在を論理的に

困難にするおそれがある｡この自己矛盾から

脱するために,世界認識において他の権威を

認めることが,外部権力の物理的強制力から

は自由な小世界における統率者の中心性の獲

得に寄与することを重視せねばならない｡自

らの世界の中で中心性を確保するために,よ

り強力な中心が存在する限 り,それに対する

つながりの側面を保持するのである｡

ここで再びヌグ リスンピランに戻ろう｡ ス

ンガイウジョンの慣習法に次のような章句が

ある｡｢すべての者はおのれの場所 (tempat-

nya)において王 (raja)である｡平民はおの

れの場所において王である｡首長 (penghulu)

はおのれの場所において王である｡ 役人はお

のれの場所において王である｡将はおのれの

場所において王である｡ 子供はおのれの場所

において王である｡ 女はおのれの場所におい

て王である｡ ……｣｡ そ して, 統一首長たる

Yang DiPertuan Besarの権限は小国の境

界を越えたところにあるとされる｡

国家の理念が統治者の支配力あるいは強制

力の実効性を意味するならば,小国家的状況

における大中心の支配の実体は名義そのもの

の認知に過ぎず,中心の空洞性をともなう場

合さえあるのである｡大中心が日々の生活,

とくにその人的 ･物的な動員面に影響を及ぼ

すことが少ないという意味で,その非日常性

を同時に指摘 しておく必要がある｡

上記の議論は,国家ないし王権の観念の発

生そのものを扱 うものではな く,すでに成立

した国家あるいは王権の精神的要素だけが伝

播する際の一形態を国家周辺の場で観察 した

ものである｡東南アジア島峡部においては,

その人口希少性を背景に,比較的近い過去に

至るまで,この種の小国が,新 しい開拓空間

に対 して生み出されて面的な広がりを続けて

きたといえる｡この状況に対 して,植民地官
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更による名義の再解釈 と再編成が加え られて

い くのである｡
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